
万円

賃料、敷⾦、礼⾦

共益費、仲介⼿数料

□ 令和７年１⽉１⽇以降に婚姻した

□ 婚姻⽇の年齢が夫婦ともに39歳以下

□ 令和６年の夫婦の合計所得が500万円未満

対象世帯の主な要件

住宅賃借

最⼤

60

建物の建築費・購⼊費

住宅取得

ご婚約、ご結婚おめでとうございます。

安曇野市では、結婚新⽣活⽀援事業で新⽣活のスタートを応援します。

安曇野で始める新婚⽣活

引っ越し
修繕、増築

改築の⼯事費⽤

リフォーム

夫婦ともに29歳以下 ……… 最⼤�60万円

夫婦ともに39歳以下 ……… 最⼤�30万円

補助⾦額
婚姻⽇時点の年齢により異なります。

安曇野市
移住定住推進課

〒399-8281 安曇野市豊科6000番地

TEL:�0263-71-2081 FAX：0263-72-1340

E-Mai l：iju-tei ju@city.azumino.nagano.jp

市HPをチェック！

申請・問合せは

こちら！

住居の移転に伴う

荷物の移動・運送費⽤

その他要件はチラシや市HPをご覧いただくか、
下記連絡先までお問い合わせください。

R7.4.1
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・�帯の状況により、申�開�時期が異なります。
・予算に�りがあるため、早めに申�を�め切る場�があります。��情�は�HPまたは電�などでご��ください。

���帯と申�期間

令和７年１⽉１⽇〜令和８年３⽉３１⽇までの間に���を提�し、受理された。

��⽇の年�が、夫�ともに３９歳�下である。
※�律により、�⽣⽇の前⽇に年�が�算されます。

令和６年１⽉１⽇〜令和６年１２⽉３１⽇の夫�の���得が、５００万円未�である。
※貸�型奨�金を��している場�は、���得から年間���を��できます。

�⽣活の�点となる��に、夫�ともに��野�に����をしている。

����申�…令和７年度中に申�が�しい（できない）�
  □ ��（予�）⽇が年度末に�い�
  □ ����の発⽣が令和８年度中の� など…

  ▷����申�により��を受けた場�、令和８年度も�件を�たした上で、令和８年４⽉１⽇��
   に発⽣した��について�助金を申�することができます。

���助�帯…令和６年度に申��みで�下に�当する�
 □ 令和６年度事業による�助金の�付を受けた�で、�助上��に�たなかった�
 □ 令和６年度事業による����を受けた�

他⾃�体を�め、��に���⽣活�援事業による�助を受けていない。
��野�の��を��していない。
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相
�
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�助金受�りまでの流れ

�ページを
チェック�

内�の不�があ
った場�は��
書�や�正を�
頼する場�があ
ります。

２
�
間
�
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３
�
間
�
度

申�期間   令和７年７⽉１⽇〜令和８年２⽉２７⽇（金） ⼀��切
               〜令和８年３⽉３１⽇（�）受付�了⽇
                                          ※２⽉27⽇までに事前相�を必ず�ませること。

申�期間    令和８年３⽉２⽇〜令和８年３⽉３１⽇

□ ��⽇

□ 年 �

□ � 得

□ � �

□ その他

申�期間   令和７年４⽉１⽇〜令和８年２⽉２７⽇（金） ⼀��切
               〜令和８年３⽉３１⽇（�）受付�了⽇
                                          ※２⽉27⽇までに事前相�を必ず�ませること。



必�書�と�助���⽤
・�帯�件や申�する��等により、提�書�が異なります。
・���助�帯は、※�の書�を省略できます。
・令和７年４⽉１⽇〜令和８年３⽉３１⽇に��った��について�助します。



事前に⾃分の今の所得を確認する⽅法は？

給与所得者であれば、勤務先から発⾏される源泉徴収票で概ねの⾦額を把握することが可能です。

給与以外の所得がある場合には、その額を合計します。

貸与型奨学⾦の返還をしている場合は、令和６年１⽉１⽇から12⽉31⽇までに返還した額を、

所得から控除することができます。

補助⾦の対象となる⽀払い期間はいつ？

令和７年４⽉１⽇から令和８年３⽉31⽇に⽀払った額が対象になります。

また、婚姻前にかかった経費は、上記年度内かつ婚姻⽇から遡り１年以内の場合は対象になります。

同居の⽇はいつを指す？

同じ住所に住⺠票を移した⽇です。（安曇野市市⺠課へ転⼊届または転居届の提出が必要です。）

令和７年度中に申請をしたが補助上限額（60万円または30万円）に満たなかった。再度申請可能か？

同⼀年度に申請は１回のみ可能ですが、令和８年度に限り、上限額との差額を補助します。

翌年度に申請ができる経費は、令和８年４⽉１⽇以降に発⽣した事由のみです。

現在は住まいを別にしていて、令和８年度から安曇野市で⼆⼈で住む予定だが申請可能か？

夫婦が同居していることが要件ですので、申請（資格認定申請含む）をすることができません。

⽇中は仕事をしていて、住⺠票や所得証明書を取りに市役所に⾏けないのですが…

ぜひ、マイナンバーカードをご活⽤ください。利⽤⽅法は下記QRコードからご確認ください。

マイナンバーカードがない場合は窓⼝で代理⼈による取得ができますが、委任状など必要書類がありますので、

詳しくは証明書発⾏の担当課までお問い合わせください。

対象経費の引き落とし⼝座がネット銀⾏で通帳がない場合、添付書類はどうしたら？

当該経費の利⽤明細と⼝座名義、引き落とし確定済みであることがわかるキャプチャ画⾯を印刷しお持ちください。

奨学⾦返還額証明書や、各種対象経費の領収書の写しがない場合はどうしたら？

返還額や対象経費の明細などと共に、対象経費の引き落とし⽇と⾦額のわかる通帳の写しや上記「A7」に準じた

書類をご⽤意ください。

アパートの家賃（住宅賃借費⽤）で補助⾦を申請したい。どのような場合に対象になる？

住宅賃借費⽤の対象経費は様々なパターンがあります。まずは事前相談のご予約をお願いします。     

所得証明書住⺠票

⼾籍謄本

R7.7/10 7/20 8/5

婚姻 契約 同居開始

⽇付

事由

補助対象
経費 初期費⽤

同居⽇以降

の家賃 

7/10 7/20 8/5

婚姻 契約 夫転居

⽇付

事由

補助対象
経費 初期費⽤

同居⽇以降

の家賃 

8/12

妻転居

よくあるご質問
補助対象経費に関しては、婚姻⽇、住所を定めた⽇、契約⽇の前後関係等により
対象にならない場合もございますので、必ず事前相談をしてください。
本リーフレットの内容は令和７年４⽉１⽇時点のご案内です。
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A８
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※同居開始が⽉途中の場合は、その⽉の家賃は⽇割り計算をします。

R6/10/31 11/1 R７/4/1

契約 同居開始 婚姻

⽇付

事由

補助対象
経費

婚姻⽇前１年以内に同居を開始している場合は、

R7/4/1以降に⽀払った家賃 

パターン① 婚姻→賃借契約→同居開始  パターン② 婚姻→賃借契約→夫転居→妻転居

パターン③ 賃借契約→同居開始→婚姻（年度をまたいでいる場合）

7/15


